
ホームページのご案内 

当事務所のホームページです。 

ぜひアクセスして下さいね。 

ホームページはどこの検索サイトでも、 

“所長一筆”と入力すれば、簡単に見る 

ことが出来ます。 

(HP)    http://ishikawatax.com/ 

(MAIL)  higenoishikawa@yahoo.co.jp 

 

 

年間目標 

「一服千金」 

 

来客者にお茶を勧め親睦を深めよう 

ちょっとしたことでも価値がありますよ 

【あと少し】……青柳 

 ４月になりました。桜が開花したもの

の、じっくり花見はできませんが、周囲

は桜以外にも様々な花が咲き乱れてい

ます。少しでも自然のパワーを頂戴し、仕事の繁忙

期と辛い花粉アレルギーを乗り切りたいです。 

 先日、家で雑用をしていた時のことです。雑とい

っても、やらなければならないことでしたので、確

定申告の疲労が抜けない中、無理やりやる気を引き

出し、仕方なくこなしていました。フーフー言いな

がら、テレビに目をやると（毎月テレビを見ていた

話題ですが）アマゾンジャパンの社員である若い女

性の勤務実態について、放映されていました。女性

は入社して数年でしたが、成果主義の会社のプレッ

シャーを物ともせず、自分のやりたいことをさせて

もらえる環境を楽しんでいました。また、会社はフ

レックスタイム制のため、朝は自宅にて英語のウェ

ブ会議をこなしてから９時過ぎに出社し、電車のラ

ッシュを避けるため通勤は自転車に乗り、社員食堂

で食べたいものは手早く選んで食事する、など何気

ない動作の中にも判断力の速さと自分のペースを

しっかり確保した姿勢が伝わってきました。 

 同時に、少しのことでブーブー文句を言ってしま

う自分が思いだされて、いい年をして恥ずかしいな

ぁ、と一瞬反省したものの、「そもそもアマゾンの

人は優秀なのだろうし、疲れるものは仕方ない、業

務が集中してしまうことこそおかしいのではない

だろうか・・」と、恥ずかしさはあっという間に消

えていきました。しっかりと仕事をこなす良いお手

本を見ましたが、素直に受け止められるほど気持ち

にゆとりがなかったようです。冬にくらべ、気温が

あがり、過ごしやすくなっています。繁忙期終了ま

で、あと少し。モチベーションを下げないように、

自分をだましつつ、体調に気を付けながら頑張ろう、

と思いました・・。 

 【補助金】……鈴木 

４月です。今年は桜の開花が早いので桜の見頃が

そろそろ終わりそうです（4 日現在）。今年は、特に

目がショボショボ、鼻水タラタラーと昨年の花粉症

予備軍からとうとう一軍へ昇格した感じになって、

事務所の中でも先月末位から悪戦苦闘しておりま

す。3 才の孫も花粉症らしく外で遊んで家に戻ると

目元がはれてかゆくてたまらないようで、毎回かゆ

くて泣きべそをかいています。 

今月は補助金についてお知らせします。小規模事

業者持続化補助金という制度をご存知でしょうか。

昨年もこの補助金の公募が今頃ありました。対象と

なる事業は、販路開拓の為の取り組みであることで

す。 

補助を受けられる対象は小規模事業者です。小規

模事業者とは卸・小売業・サービス業で従業員 5 名

以下、製造業で従業員 20 名以下

の事業者です。 

どのような支出に対して補助

が出るかは、例えばホームペー

ジ制作や販売パンフレットの作

成、おりこみチラシや WEB広告など、販売促進宣

伝活動や店舗改装などをした場合です。さらにもの

づくり補助金などの大型補助金と比較すると、申請

書の種類も少なく、事務作業も比較的軽いため、優

しい補助金とのことです。但し、採択率は低いらし

いです。 

経営計画に基づいて実施する販路開拓等の取り

組みに対し、原則５０万円を上限に補助金（補助率

2／3）が出ます。更には事業計画の作成や販路開拓

の実施の際、商工会議所の指導・助言を受けられま

す。申請期間は 5 月 18 日までで採択結果公表が 7

月予定です。 

是非この機会にチャレンジしたい方はご相談く

ださい、よろしくお願い致します。 

【元の位置になおれ】……坂本 

 急激に暖かくなり、今年の桜はあっという間に見

頃を迎えてしまいました。慌てているのは桜だけで

なく、こんな２０度以上の日が続くと人間だって毎

日の着るものに頭を悩ませてしまいます。季節に体

調をついていかせるのに精一杯です。皆様もどうぞ

お体に気を付けてお過ごしください。 

 確定申告を終え、今は残務整理に追われておりま

す。今回は確定申告の時期だけ、机の上の散らかり

ようを所長に許してもらいました。複数の仕事を同

時進行で進めていたため、その分の書類の山が築か

れ、片付けるよりも期限内に申告書を提出すること

を優先して仕事を進めてきた結果、一時期はそれぞ

れの職員の横いっぱいに書類が埋め尽くされ、まる

で山脈のようでした。仕事をする上ではとても画期

的だったのですが、やはりお客様にお見せできるも

のではありません。やっと机の表面が見えるぐらい

に、あるべき物があるべき所へ片付きつつあります。 

 そしてどの関与先でも困っているとは思います

が、やはり当事務所でも保存資料が問題になってお

ります。保存場所のスペースは限られていますので、

保存義務の過ぎた古いものから順次処分していく

しかありません。パソコンに領収書などをデータ保

存するにしても、しかるべき方法で行わないと国税

局で許してもらえませんのでお気を付けください。

表に出しておく資料は最小限にするよう所長から

のお達しがありましたので、まずはその取捨選択か

らになりそうです。 

いくらやっても終わりの

ない片付け。さぼっている

と散らかるのはあっという

間です。実際、さぼってい

た分自宅がすごいことにな

っているので、先に片づけ

たいのですが…。 
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